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農業のイノベーションと植物工場 

 

梅津憲治 

大塚化学株式会社 

（東京農業大学総合研究所/徳島大学産学官連携推進部） 

 

我が国の農業の衰退が叫ばれて久しいが、昨今、植物工場フィーバーが国中を席巻して

いる。マスコミも連日、植物工場への企業参入や東日本大震災の津波被害地における復興

ビジネスとしての植物工場への取り組みを取り上げ、植物工場を農産物の生産や食料自給

率向上の切り札としてもて映やしている。 

 植物工場のオリジナルな定義は「環境制御や自動化などハイテクを利用した植物の周年

生産システムであり、コンピュータにより温度、光、炭酸ガス、培養液などの環境条件を

好適に制御し、自動化することにより、施設内（工場内）で作物を天候に左右されずに生

産する技術」である。しかしながら、昨今のマスコミ報道をはじめとする各方面の論調を

見ていると、オリジナルな定義に論拠する人工光源のみを用いる完全制御型あるいは太陽

光併用型システムのみならず、ハウス内で太陽光のみ（一部補光併用）を用いながら作物

の生産を行うシステム（従来の養液栽培や時として養液土耕栽培）を太陽光利用型植物工

場として植物工場の範疇に入れる場合も多い。 

このように定義される植物工場における作物の栽培には、各種の革新的な栽培技術が用

いられている。太陽光利用型植物工場では、細霧冷房機、暖房機、扇風機、遮光カーテン

等を用いた室温、日射量や風量の調整、CO2 施用による光合成の調整、微量要素も加味し

た専用培養液/肥料の使用、コンピュータを用いた生育ステージごとの最適施肥、培養液・

樹液の分析結果に基づく施肥の補正、作物の地下部環境の制御などが行われる。さらに、

閉鎖型の人工光利用型植物工場においては、クリーンな環境下での作物栽培は無論のこと、

光量や波長の調整も行われ、各種のロボット化技術も開発されている。 

前述のように、一般に完全制御型植物工場を農産物の生産における救世主と捉える傾向

にあるが、設置コストが高価なうえ、電気代等のランニングコストが高く、かつ技術的制

約により商業的に生産可能な作物が主にレタス類やイチゴに限定されることなどから、そ

の普及面積（全国 50ヶ所、17 ha、2009年、その後、急激に増大中）や農業生産額に占め

る割合は未だ微々たるものである。現在の完全制御型植物工場や太陽光利用型植物工場の

展開においては、生産性向上、ロボット化、LEDなどの栽培設備、栽培環境制御などの技

術の整備に重点が置かれ、農業を事業と捉えて“採算性管理”、“栽培技術者の養成”、“販

売技術向上”を図るなどのソフト面の整備がなおざりにされている感が強い。 

実は、完全制御型植物工場ビジネスに参入した企業の経営は一部の企業を除き極めて厳
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しい。年間数百万株以上のレタス類の生産能力を有する植物工場が相次いで倒産や廃業に

追い込まれている。一方、全国的に普及が進み採算性も高いと思われる太陽光利用型植物

工場（養液栽培面積：1,741 ha、2009年）においても、経営破綻のケースが多々見受けら

れる。農業参入障壁、栽培技術や植物工場向け栽培技術者の不足、コスト意識の不足、農

業を事業と捉える意識の欠如による過剰投資やマーケティング・販売技術の不足が原因の

場合が多い。 

本講演では、広義の植物工場を“利益を追求する農産物の生産・販売事業”と捉える観

点から、栽培技術のベースとなる肥料技術や肥培管理技術について述べるとともに、全国

各地の植物工場を事例に挙げながら、植物工場の現状と将来展望、並びに現在抱えている

課題について概観する。以下に講演に使用する主要なスライドを添付する。 
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安全と社会の係わり 

第Ⅱ期事故事例研究会 研究報告と第Ⅲ期に向けて 

 

横山哲夫 

社会技術革新学会 事故事例研究会 

 

 第Ⅱ期事故事例研究会は、2011 年 9 月 7 日にいわき小名浜の震災復旧の現地で、ご講

演と工場の現場視察に始まり、2013年 6月 24日には「事故から学ぶリスクの低減」との

題名による東京農工大学中村昌允先生のご講演を最後に合計 6回の研究会を実施した。 

 その間、当研究会の主旨である現場基点にたって安全を考え、安全技術だけでは補えな

い安全と人間との係わりについて、さまざまな観点からのご講演や議論を重ねた。 

第Ⅱ期の研究会がスタートした年は、日本が大きく変わった東日本大震災の年でもあり、

原子力発電の安全性が問われ、その後もトンネル天井の崩落など、技術の裏に隠れた人間

のかかわりに様々な問題があることが公になった。 

しかし、小名浜の工場復旧では、トップの指示のもと社員の方々が一丸となって復旧に

あたり、短時間に工場の操業を実現したこともあり、安全に対する対応も、トップのリー

ダーシップが重要であることが中村先生のお話からも再認識された。 

自動車の要素技術であり安全の要であるボルトの議論では、ゆるみ防止が如何に難しく、

また、世の中で一般化しているゆるみ防止対策では確実ではないことを実感した。また、

原子力設備の冷却水ラインの内面の摩耗では、高純度の水によって摩耗が発生するなど想

像できないところから、事故が発生している。 

安全対策の手法としては、事故事例の定量的な評価活用方法としてのプロセス安全メト

リックスや、ハザード（危険）を特定してそれに近づくことでリスクを認識し、リスク対

策を講じることで安全を担保するリスクアセスメント手法なども学んだ。 

中村先生のご発表による第Ⅱ期事故事例研究会の総括とも言えるご講演では、基準順守、

リスク感覚の鈍り、現場対応能力の低下、異常事態への対処、管理職の責任などが指摘さ

れ、当会が念頭としている現場基点と人間の関わり方の重要性が改め考えさせられること

になった。 

当研究会の第Ⅲ期では、安全の教育や安全に対する技術や事故経験の伝承を如何に行な

って行くかを中心に、引き続き安全レベルの向上を目指して考えて行きたい。 



（横山哲夫 2） 

 

 

 

 

 



（横山哲夫 3） 

 

 

 

 

 



（横山哲夫 4） 

 

 

 

 

 



（横山哲夫 5） 

 

 

 

 

 



（横山哲夫 6） 

 

 

 

 

 



（横山哲夫 7） 

 

 

 

 



（横山哲夫 8） 

 

 

 

 

 



（横山哲夫 9） 

 

 

 

 

 



（須藤繁 1） 

小売業界におけるコンビニエンスストアの進化 

ー中核事業者の課題と責任ー 

 

須藤 繁 

帝京平成大学 経営マネジメント学科 

 

１． 日本経済・社会の変化 

 経済産業省の商業統計によれば、日本全国で小売店舗が最も多かったのは 1982年の 172

万店であった。小売店舗数は、最新データである 2007年データでは 114万店に減少した。

この四半世紀において、全国から合計で 58 万店、三店に一店の割合で、小売店が閉店し

た。 

 一方、コンビニエンスストア（以下、コンビニという）は、1974 年に東京で１号店が

開店した。コンビニ・チェーンは順調に店舗数を増やし、昨年 10 月に日本全体で店舗数

は 5万店を超えたと報じられた。産業構造的には 1960年代（高度経済成長期）の重厚長

大な産業構造が、1970 年代の二度の石油危機、及び産業界が省エネルギー対策に取り組

んだ結果、軽薄短小な産業構造に転換した。 

 今日、小売業界は、百貨店の地位が低下し、スーパーマーケット、コンビニを中心に展

開されている。コンビニは、小売業界でスーパーマーケットと並ぶ中核的存在になった。

2012年の売上高は、スーパーマーケット 12兆 9千億円、コンビニ 9兆 4千億円、百貨店

6兆 6千億円という規模であった。コンビニは今日国民生活に一層密着したサービスの提

供者になりつつある。 

 

２． コンビニの伸長の背景 

 コンビニの成功要因としては、いち早く導入した POS（Point of Sales：「販売時点情

報管理システム」）の効用によるところが大きいと評価される。POS システムは、商品代

金の精算機能とデータ集積機能を併せ持ち、結果として、個々の商品がいくらで、何個売

れたかなどの販売データが、販売時点をベースにコンピュータに集積される。POSシステ

ムによる販売データは、サイズや品質等が異なる商品を、単品毎に管理するため、適切な

在庫管理、発注業務、経理処理などを可能とした。 

また、物流システムに関しては、多品種・高頻度・少量対応の計画配送を特徴とする統

合型物流システムを導入した。具体的には地域毎に共同配送センターを設置し、高効率の

配送ルートの確立により、配送コストを大幅に削減した。 

 

３． コンビニの役割・性格の変化と進化 

コンビニ店舗数の増加は、チェーン全体の商品の取扱数量を増加させた結果、仕入れ価

格の低下をもたらし、結果としてメーカーへの発言力を増大させた。チェーン本部は、世
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界中から商品を安く大量に調達し、物流システムを駆使して配送する体制を構築した。商

品の大量発注は、自社開発商品（プライベートブランド）の導入をもたらした。 

しかしながら、チェーンの規模が拡大し、本部機能が強化される過程で、本部と加盟店

の関係は一部に齟齬をきたした。一例としては、弁当などのデイリー商品の値引きを認め

ないという慣行が生まれ、同慣行は損金を加盟店に全額負担させたことから、優越的地位

の濫用に該当するとして、2009年 6月 22日、公正取引委員会の排除命令につながった。 

優越的地位の濫用とは、「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して

行う行為」である。独占禁止法は、「相手方に不利益となるように取引条件を設定し、ま

たは変更すること」を優越的地位の濫用の一類型とする。2009年 6月 22日に行われた「セ

ブン・イレブン・ジャパンに対する排除命令」では、同社本部側が加盟店に対し、加盟店

側の自由裁量を制限した上で、売れ残り品経費の全額負担を求めたことが問題となった。 

優越的地位の濫用は、公正な取引を阻害するものであり、あってはならないが、その点

に関してはコンビニは日本で初めての業態であり、当初はルール化が十分でなく、その点

からフランチャイズ契約が用いられたという背景があった。導入当初に原型が定められた

フランチャイズ契約が、コンビニ事業のフェーズが進化し多様性を増した段階で実勢にそ

ぐわなくなったという事情は十分想像できる。上記公正取引委員会の排除命令は、その行

き着いたところと考えることもできる。 

コンビニの数が増えて、社会的に大きな存在になれば、周囲の見方が変わり、当初は容

認された慣行が許容されなくなることはあり得る。供給者として中核的役割を担うように

なった以上、社会から注がれる目が変わるのは当然のことであろう。関係者の内部に自浄

作用が生まれるのか、大きな存在になったという自覚のないまま、旧態依然たる取引慣行

を踏襲するのか、コンビニ業界の対応が注目されるのみならず、中核的存在、あるいは日

本を代表する企業が、いつまでも旧態依然たる取引慣行を踏襲していていいのかどうか、

広く社会で議論されるべき問題であろう。 

 

４． コンビニの将来像と課題 

コンビニの店舗数が増加は、機能の充実を一因としている。コンビニが取り込んだ機能

には、ＡＴＭの導入、写真現像、公共料金の支払い、宅配便の取り次ぎ、切手・はがき販

売、商品宅配サービス、チケット購入、住民票の交付、薬剤師の相談などが挙げられる。

コンビニは、もはやこれまでの小売店とは異なる地域住民のワンストップサービス機関の

機能を果たすに至っている。 

1974年の１号店の開店から暫くは、コンビニが社会的に認知を得るための期間だった。

その時期、コマーシャルで流れていたのは「開いててよかった」のフレーズであり、社会

的には一般小売店の開店前、閉店後の時間帯にもサービスを提供する店舗がコンビニとみ

なされた。その後、店舗数の増加に伴い社会的責任も増加し、今日では「近くて便利」と

いうフレーズで、その利便性は広く社会に浸透した。 

 売上高が 16兆円に拡大すると予想される 2016年には「なくては困る」というフレーズ

が、社会的に受け入れられるのではないか。 
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 「なくては困る」という段階（第三フェーズ）になると、当該企業は「供給責任を果た

せばこと足りる」フェーズから、さらに一歩進み、「存在責任」を負うことになる。存在

責任とは、譬えて言えば、「大海を航行している大型船が小型船に対して、一朝事あらば

SOS信号を受信する責務を含め、これを保護する責任を負う」というものである。 

 コンビニは日本社会のなかで、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災を経

て、そのライフライン性が認識されるに至ったように思われる。コンビニが「近くて便利

なだけのもの」なら、我々はコンビニがなくても生活に困らないが、日本社会は特に東日

本大震災以後、コンビニに便利さ以上のものを求め出したように感じられる。東日本大震

災に直面して、チェーン本部が取り組んだことは、対策本部の設置を皮切りに、様々な品

不足への対応であった。これには、海外からの調達も含め、様々な新規ルートの開拓と店

内調理商品の増加が含まれる。一部のコンビニは、地域によっては、すでに「なくては困

る」フェーズに到達したといえよう。 

 

以上 
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社会的評価とイノベーション戦略の考察 

  

高玲 

亜細亜大学大学院 アジア・国際経営戦略研究科 

 

1問題認識 

イノベーションが、社会発展に大きく貢献してきたことは歴史を垣間見ても容易に理解

される。日本のような天然資源に乏しく多くの人口を抱える国が発展を続けるためには、

自らイノベーションを生み出すことが必須である。特に欧米諸国にキャッチアップするか

たちの成長を望めなくなった 1990 年代以降、イノベーションの重要性はさらに大きく高

まった。しかしながら、イノベーションの生成プロセスに関するわれわれの理解は不十分

な状況にあり、技術開発の領域でイノベーションが扱われることはあっても、技術的発明

が産業発展へと実を結ぶまでの長い社会的プロセスには、十分な注意が払われてこなかっ

たと言える (一橋大学イノベーション研究センター,2006)。 

イノベーションとは、「新しい製品や生産方法、その他を成功裏に導入すること」（後

藤,2000,p.22）によって、新たな利益が創出されることを意味している。イノベーション

こそが長期的に生産性を上昇させ、持続的成長を可能にする唯一の方法であると考えられ

る。かくしてシュムペターも経済発展の原動力としての企業家のイノベーションの役割を

強調しているのである(高橋,2004,p.57)。 

1980 年代初期に、マイケル・ポーター（1995,p.241）は企業戦略におけるイノベーシ

ョンの分析では、市場において、最先端のイノベーションの成果が強力な競争力の源泉で

あると述べている。榊原（2005）は内外の様々な事例から、イノベーションを収益に結び

付けるという営みを鮮やかに描き出している。しかしこれらのイノベーションについての

研究は、市場での競争との関係で論じられてきたといえる。クリステンセンは、イノベー

ションが本来社会変革を意味するものであるとしているように、イノベーションの最後的

な価値に焦点を当ててみると、イノベーションを社会変革としてこれを考察する必要のあ

ることを指摘できる(大室,2009,p.13)。 

社会変革としてのイノベーションに対する研究は、楠木（2001）によれば、社会・経済

システムに影響を与える「『新しいもの』が生み出されるプロセス」の研究であるという。

ソーシャル・イノベーション論もこれに該当し、如何にソーシャル・イノベーションを生

み出すかというところに関心がある。日本では、ソーシャル・イノベーション概念を日本

で初期に提示した研究の１つとして広田（1988）である。そして、広田（1988：p.4）お

よび廣田（2004：p.133）は、価値観の革新を伴う情報やモノの流れの革新により社会・

経済システムを再編させるイノベーションを、特に「ソーシャル・イノベーション」（図

１）と呼んでいる。 

また、ソーシャル・イノベーションの既存の研究には、イノベーションを促進させる社

会・経済システムの変革、イノベーション後の社会・経済システムの変革、社会問題を解
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決する新たな仕組みとしてのソーシャル・イノベーションという三つの潮流が認識されて

いる（大室,2004：p.186）。しかし、本研究が取り扱おうとしている現象は、自社のビジ

ネスプロセスや社会・経済システムを変革し得る潜在的な影響力を有するイノベーション

の、企業の研究開発活動への影響にある。つまり、これまでのソーシャル・イノベーショ

ン論において見逃されていた、イノベーション後のビジネスプロセスや社会・経済システ

ムの変革が、社会的評価によって、どのように研究開発活動を動かし、その変動に対して

企業が如何に能動的・受動的に対応し得るのかという問題を、企業におけるイノベーショ

ン戦略としてとらえようとするものである。 

 

図 1：企業システム革新とソーシャル・イノベーションとの相互作用的生成 

 

 

2研究目的 

本研究では、既存のソーシャル・イノベーション研究において見逃されてきた、イノベ

ーション後のビジネスプロセス、社会的評価の影響を考慮した、企業における研究開発に

関するイノベーション戦略の論理を構築する手掛かりを得ることを目的とする。本稿では、

社会・経済の変革に大きな影響を及ぼした事例を検討し、事例分析から導かれる研究モデ

ルを提示し、仮説を定立する。 

 

3事例研究 

ここでは社会・経済の変革に大きな影響を及ぼした、インターネットの普及に関して、

マイクロソフト社の事例を用いて分析する。マイクロソフト社のイノベーションのうち、

インターネット普及に関する一つの代表例として、Internet Explorerが考えられる。 

旧社会・経済 
システムにおける 
不便、不満 

新社会・経済 
システムの生成 ソーシャル・イノベーション 

企業システム革新 
にもとづく 

新製品・新サービス 

廣田 ,2004,p133(一部加筆) 

ソーシャル 
トレンド 

情報化・ 
グローバル化・ 
規制緩和 
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Internet Explorer1.0は 95年 8月 24日に公開され、当初、Microsoft Windows 95 Plus!

に含まれる Internet Jumpstart Kitとして 40ドルで販売された。また、マイクロソフト

社は 95年 11月 Internet Explorerの新バージョン 2.0及び、 96年 8月のバージョン 3.0

の公開により主要な Wedサイトから無料のコンテンツを提供した。この時点で、Internet 

Explorer という技術そのものには、大きな変化がなかった。しかし、96 年無償化という

新供給方法についてのイノベーションが Internet Explorerユーザーを増大させた。そし

て、98年の windows98の抱き合わせ販売により、Internet Explorerを巡るステークホル

ダーが変化した。すなわち、司法省が、マイクロソフト社の Internet Explorerの違法な

抱き合わせであると考えられることを指摘したのであった（以下訴訟の経緯はマイクロソ

フト日本のホームページ上にある「米国司法省との裁判について（抄訳）」を参照）。  

続いて、Internet Explorer では基本的に売り上げが無い以上、Windows など他のマイ

クロソフト製品の売り上げから開発費が出ているとして、マイクロソフト製品が不当価格

であるとの批判も社会的評価として生じた。後に 98年 10月 19日独占禁止法違反として

提訴も行われるようになった。ところが、マイクロソフト社側の主張は「コンピュータを

ウォルマートで購入するようなことには興味がない。消費者が望むのは、箱から出して、

そのまま使えることである。マイクロソフトは、このような消費者に対し、彼らが望むも

のを提供する、すべての条件を備えている。」、「マイクロソフトは消費者の選択の自由を

否定していません。消費者がマイクロソフトを選択したのである。」ということである（訴

訟に関するマイクロソフトの見解のホームページ）。結果として、マイクロソフト社は、

1997年 Internet Explorer 4.0から、Windowsの一機能として Internet Explorerを搭載

されるようになった。このことがウェブブラウザ市場シェアをほぼ独占するきっかけとな

った。このような、企業自らがイノベーション戦略の一環として、社会的イノベーション

を意識的に仕掛けることによって、マイクロソフト社は大きな市場を確保することができ

たのである（伊吹,2007)。 

その後、マイクロソフト社の圧倒的なシェアの拡大は、新たなステークホルダーとして

の消費者団体を呼び込むことになる。すなわち、消費者団体はマイクロソフト社以外のメ

ーカー製品の購入ができなくなるという指摘をしたのであった。マイクロソフト社の

Internet ExplorerとWindowsを一体化した販売が、独占禁止法に違反としているとして、

提訴されたのである。この訴訟に対しては、マイクロソフト社は和解に応じた。和解は、

マイクロソフト社が和解金を支払うことと、一定期間にマイクロソフト社製品を購入した

ユーザーに対して、同社以外のメーカー製品も購入可能なクーポン券を配布することであ

った。マイクロソフト社法律顧問ブラッドスミス氏は「われわれは、和解金によって、学

校を支援できることを喜んでいる。また、いつまで長引くかわからない訴訟に時間や費用

をとられる代わりに、製品開発に注力できる」と語った。このように、企業における社会

的イノベーションの戦略は、ステークホルダーの価値観に左右されると言える（伊

吹,2007)。 

ソーシャル・イノベーション論では、現在の社会・経済システムのもつ諸問題が、企業

家の活動、そして消費者の活動を通じて徐々に解消されていくという、進化的プロセスに
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基づいて社会発展を論ずるイノベーション研究の一分野である。ソーシャル・イノベーシ

ョンが達成されるプロセスは前述した図 1のように表現されている。 

 

4研究モデル 

ここで問題になるのは、どのような時に企業が生み出した社会・経済の変革が企業にマ

イナスの効果をもたらし、どのような時にプラス効果になるのかということにある。イノ

ベーションに対する社会の評価がこれに関係しているものと思われる。こうした企業の行

動とその結果に対する社会的な評価の基準として、企業の倫理基準や社会的責任基準の観

点から探る。マイクロソフト社の Internet Explorerというイノベーションの事例が示し

ているとおり、Internet Explorerの出現は司法省、消費者団体、他メーカー、学校など、

イノベーションの創出によって新たなステークホルダーをもたらした。これらのステーク

ホルダーの価値観と相容れないことが、種々の訴訟を発生させた。したがって、企業が実

践し得るイノベーション戦略には一定の枠が存在し、その枠からはみ出した時、社会・経

済システムによるマイナスの影響が生ずると考えられる。つまり、企業の倫理基準は企業

が超えてはならない一線を示し、社会的責任基準はなさなければならない義務を表してい

ると言えるだろう。マイクロソフト社は、越えてはならない一線を踏み出したために訴訟

を受け、義務を果たすことでそれへの和解を得たのである。 

また、この事例が示唆することは、イノベーション後の社会的評価を認識し、それに基

づく自社のイノベーション・事業のビジョンを有しておくことの重要性である。社会的イ

ノベーション戦略を構築におくことが必要なのである。こうしたビジョンは、過去のイノ

ベーションの経験から得られると思われる。ここまでで述べてきた検討に基づき、本研究

では次の三つの研究課題を研究モデルとして提示する。 

一つは、どういうイノベーションがどのようなステークホルダーの変化をもたらすかと

いうことである。二つ目の課題はどのようなステークホルダーの変化がどのような社会的

評価の変化をもたらすかということである。三つ目には、どういう社会的評価がどのよう

なイノベーションをもたらすか、評価のプラス効果、マイナス効果との対応関係である。 

 

5仮説の提示 

これらの研究課題に取り組むための前提として、本研究では、以下の三つの仮説を提示

する。 

【仮説 1】「イノベーションの創出をもたらした新結合が新たなステークホルダーとの

関係を導く」というものである。社会的責任を考慮したステークホルダーとの領域関係の

変化に関する仮説である。【仮説 2】「ステークホルダーの変化は企業に対する社会的評価

に変化をもたらす」ことを提示する。ここでは企業に対する社会的評価は、新たなステー

クホルダーの評価に依存すると考えている。【仮説 3】「社会的評価の変化がイノベーショ

ンの創出に影響を及ぼす」ことを提示する。特に、（１）新たなステークホルダーの評価

が肯定的ならば同じドメインでのイノベーションの創出を促進すること、そして、（２）

新たなステークホルダーの評価が否定的ならば異なるドメインでのイノベーションを促
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進するということを想定する。 

上記の仮説が支持される場合、企業は、イノベーションの結果もたらされる社会的評価

を意識して、社会的イノベーション戦略を構築すべきと考えられる。こうした、イノベー

ション戦略はビジネスを通じて社会的課題の解決と経営的成果の両立を図ることを、ステ

ークホルダーとの関係のバランスの中で考慮されることを必要としている（伊吹,2007)。 

6仮説の確認 

続いて、事例を用いて上で構築した仮説の妥当性を確認していきたい。ここでは、遠く

ない記憶の中に残っているイノベーションの事例として、携帯電話の普及を推し進める有

力なコンテンツサービスの典型であって、1999年 2月にサービスを開始した NTT DoCoMo

の Mobile Webの形である iモードを検討しよう。 

iモードサービスとは、携帯電話を利用した電子メールやインターネット上のウェブペ

ージの閲覧を可能にするサービスで、NTT DoCoMo の法人営業部のゲートウェイビジネス

担当に集まったメンバーによって開発された。（濱谷,2009,p35）iモードについての説明

は NTT DoCoMoのホームページでは“ケータイでインターネットを楽しめる。（オリジナル

の）メニューサイトや iモード対応ホームページを閲覧したり、メールをしたり、ニュー

スなどの情報を得たり、音楽やゲームなどのコンテンツをダウンロードすることができ

る。”と紹介されている。 

iモードは、ネットワークキャリアが主導した代表的なサービスイノベーションである。

iモードは、モバイルネットワーク上のインターネットサービスで、市場の成長速度、関

連市場への波及効果、当該産業構造や一般ユーザーの生活スタイルに与えた影響など、あ

らゆる側面で社会に対してインパクトを持ったソーシャル・イノベーションの事例である。

（小野,2005,p80）その一方、i モードによるサービスイノベーションが未成年者の有害

情報へのアクセスを可能にするというマイナス的な社会的評価と社会問題を起こし、有害

情報からこどもを守る有害サイトアクセス制限サービスのさらなるイノベーションが社

会から求められた。この社会からの要望に応えるため、社会的責任戦略が NTT DoCoMo に

おいて創発された。 

仮説 1 として、「イノベーションの創出をもたらした新結合が新たなステークホルダー

との関係を導く」というものであった。iモードというイノベーションが当初予想した顧

客以外に有害情報サイト、特に i モードを利用する顧客（未成年者、未成年者の保護者）

などといった新たなステークホルダーをもたらした。次に、仮説 2「新たなステークホル

ダーの変化は企業に対する社会的評価に変化をもたらす」ことを提示する。ステークホル

ダーの変化は企業に対する社会性評価について考えていきたい。前述した iモードが生み

出した社会に対するイノベーションの経験は、未成年者が安易的に有害情報サイトをアク

セスすることに対して、未成年者の保護者から心配不安などの評価をもたらした。 

仮説 3「社会的評価の変化がイノベーションの創出に影響を及ぼす」ことを提示した。

上記未成年者の保護者よりの評価に対して、NTT DoCoMo がフィルタリングサービスとい

うさらなるイノベーションを提供することになった。フィルタリングサービスは、未成年

者が iモードを利用する際には、原則として「アクセス制限サービス」が適用されるとい
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うイノベーションである iモードのフィルタリングサービスの提供により 18歳未満の子

供のための申し込み親権者数が以前より大きく増加した。iモードのフィルタリングサー

ビスを実現できたからこそ社会から認められた（認識された）という社会的評価を得たと

考えられる。 

そして、この事例が示すように、社会・経済システムへの適切な対応が、企業と社会・

経済システムとの相互作用に立脚した戦略構築の基盤であると考えられる。 
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「新たな石油危機と日本経済の行方」 

  

須藤 繁 

帝京平成大学 経営マネージメント学科 

  

 1970 年代における二度の石油危機は、石油供給途絶を契機とする原油価格の急騰であ

った。一方、今日徐々に進行しているのは、エネルギー輸入金額の増加であり、貿易赤字

の恒常的拡大である。日本経済の首を真綿で締め付けつつある感があるエネルギー輸入金

額の増加という事態に対し、日本はいかなる対応を行うべきか。 

 

１．石油輸入金額の推移（単価、総額） 

 原油価格の推移を、日本への入着価格という点から長期にわたり振り返ると、第二次世

界大戦後、原油輸入が再開された 1950年から第一次石油危機前年の 1972年まではバレル

2ドル台で推移してきたが、1974年 10.79ドル、1980年 32.97ドルと上昇し、1982年に

は 34.66ドル（年平均、以下同様）を記録した。 

その後、1986年に 16.40ドル、1988年に 15.60ドルまで低下したが、1990年代は概し

て 10ドル台後半から 20ドルで推移した後、21世紀に入り上昇、2008年には 101.91ドル、

2012年には 114.79ドルまで上昇している（スライド２参照）。 

 石油輸入総額に関しては、その取扱量の大きさを反映し、1970年度の石油輸入金額の

総輸入金額に占める割合は 15.2％だったが、1970年代の二度の石油価格の急騰を主因に

1974年度には 35.1％、1980年度には 43.5％に達した。その後、1990年代には原油価格

の低迷と円高を背景に 10～15％で推移したが、2000年度以後は油価上昇を背景に 15～

20％に上昇し、2012年度には 22.2％に達した（スライド３参照）。 

 現下の問題としては、アベノミクスが、これまで、株価の上昇、輸出産業の業績改善を

もたらしていることは歓迎されるところであるが、円安効果がもたらしている、円建てエ

ネルギー輸入金額の増大（輸入コストの上昇）に日本経済はどこまで耐えられるか、予断

を許さない展開が進行している。 

 

２．将来の原油供給パターンとシェール開発の含意 

近年、シェールガス開発が大きく進展した。シェールガスとは、頁岩層に封じ込められ

た非在来型資源（スライド４参照）の一つで、これまで経済的に掘り出すことが困難とさ

れてきたが、水平掘り・水圧破砕等（スライド６参照）の技術革新を背景に、米国を中心

に生産を伸ばしている。 

シェールガス開発の影響としては、①ＬＮＧ国際需給環境の緩和、②欧州ガス輸入国の

選択肢の拡大、③ロシアの政治力の低下、④中国の資源外交の変化の可能性等が挙げられ

る。 

石油市場を巡る時代観から、2010 年代を位置付けてみると、シェール層開発の最大の
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意義は、国際原油価格を 70～80ドル/バレルで下支えするメカニズムが石油市場に組み込

まれつつあることであり、その含意は、原油価格は当面高止まりする公算が大きいという

点に求められる。 

 

３．国際天然ガス価格の三極構造化 

今日、天然ガス市場は三極構造化し、米国市場、欧州市場、アジア市場で異なる価格体

系が適用されている。米国市場では、パイプラインが縦横無尽に張り巡らされており、天

然ガスは完全に市況商品化している。また、欧州では、暖房油価格の動向が一部に影響し、

アジア市場では原油価格に連動する価格設定方式が踏襲されている。 

米国では天然ガスは市況商品化しており、価格は需給により変動する、今日発熱量ベー

スの取引単位である百万 BTU当たり、3～4ドルで推移している。これに対し、日本の LNG

は、百万 BTU当たり 16～18ドルであり、昨年来頻繁に日本のガス輸入価格は米国の 4～6

倍の水準であると報じられている 

３・１１東日本大震災後の原発の稼働率が大幅に低下する中で、日本は LNGを世界中か

らかき集めることにより、発電用燃料を確保し、停電の発生を抑えざるを得なかった。そ

の結果、国際 LNG価格は上昇し、日本の調達価格も 12．9％上昇した。 

2012年（平成 24年）の日本の貿易は、輸出総額が 63兆 7千億円、輸入総額が 70兆 7

千億円で、7 兆円の赤字であった。暦年平均の対米ドルレートは、79.79 円なので、基本

的には円高基調だったが、円高要因を上回ってエネルギー資源価格が高騰した。 

特に LNGは、2011年のトン当たり 766ドル（60,958円）から 2012年は 864ドル(68, 734 

円)／トンと、2011年に比べ 12.9％値上がりした。今年に入って以後は、800ドル台で推

移し、6月は 843.12ドル（74,000円）だった。 

日本の LNGの輸入価格が、アメリカの天然ガス価格並みになれば、昨年 LNGの輸入に支

払われた６兆円は、単純計算で半減可能であり、貿易赤字の約半分は解消されるという点

から、LNGの輸入価格の引き下げが喫緊の政策課題として浮上してきた。 

 

４．突出する日本のエネルギー輸入価格 

 BP統計によれば、2012年の世界エネルギー需要 115億トンのうち輸出入で関わるもの

は約 37 億トン（エネルギー需要量の 32％）と試算される。この 37 億トンのエネルギー

取引に関し、どこからいかに安価に安定的に調達するかという点がエネルギー安全保障の

要諦である。 

2012年に関して、日本は米国とほぼ同量のエネルギー輸入国である。2000年と 2010年、

2012 年を比較すると、米国のエネルギー輸入量は、シェールガス革命による石油・ガス

生産増を受けて、徐々に減少している。一方、日本は東日本大震災の結果を受けて、原発

の稼働率の低下、原油高止まり・LNG輸入量の増加により、エネルギー輸入量が増加する

のみならず、LNG価格の上昇を受けて、エネルギー輸入金額が増加している。 

また、日本のエネルギー輸入増よりもさらに大きな伸びで日本を追い上げているのが中

国であり、米国のエネルギー輸入量が減少する中、日中のエネルギー争奪を巡る動きが世
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界のエネルギー貿易を巡る最も先端的な動きとなっている。 

 

５．日本としてとり得る対策 

こうしたエネルギー環境の中で、日本が取り得る対策には、以下が挙げられよう。 

 

（１） 天然ガスの市場取引の実現。世界最大の LNG 輸入国として、アジア太平洋市場の

創出に向けて尽力すること。 

 

（２）これまで積み上げてきた技術力、特に見えない燃料（Invisible fuel）といわれる

省エネルギー分野での技術力を駆使し、エネルギー効率を最大限向上させて行くこと 

 

（３）シェールガス革命によって、国内エネルギー自給力を大幅に高めつつある米国は、

中東依存度を大きく低減させる結果、中東政策を根本から変える可能性がある。また、

中国は米国を凌ぐエネルギー輸入大国となりつつあり、シーレーン防衛に邁進しよう

としている。依然エネルギー供給の基幹を占める石油の供給を中東産油国に依存し続

ける日本は、主要産油国と戦略的互恵関係の樹立を急ぐべきこと。 

 

以上 
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BCP(Business Continuity Plan)策定を目的とした 

ＳＣ(Supply Chain)構築への挑戦 

  

坂下雅代 

綜研化学株式会社 購買部 

 

１．緒言 

グローバル化する社会、技術革新の早さ、不安定な世界経済と、企業を取り巻く環境は厳

しさを増している。こうした環境において、リスク管理の重要性は日増しに高まっている。 

筆者の所属する企業（綜研化学株式会社；以下 S 社と記載）は資本金 33.6 億円、

JASDAQに上場する従業員 956名（連結）（2013年 4月現在）の化学系中堅企業である。中

国を中心に海外展開も積極的に行っており、関連子会社が国内に 3社、海外に 5社ある。コ

ア事業はアクリル系粘着剤、アクリル微粉体の製造販売で、小回りの利く研究開発力を武器

に最近は、電子ペーパー、太陽電池の原材料開発、ナノインプリントといった次世代事業へ

の展開を積極的に行っている。アクリル系粘着剤は、液晶テレビ、モニター等の FPD(Flat 

Panel Display)分野の顧客を持ち重い供給責任を担っている 

これまでは、粉飾決算、情報漏洩、コンプライアンス違反についてのリスク対応を主眼に

置き、一定の成果を上げてきたが、東日本大震災以降は災害リスクへの対応に力を入れて

きた※1。さらに、近年頻発する化学工場の事故を受けて、原料供給停止リスクへの対応が急

務であるとの認識の下、サプライチェーン（以下 SC と記載）の再構築に取り組んでいる。 

本稿では、S 社の SC 再構築への取り組み及び今後の課題について紹介する。 

 

２．S 社における SC 

２－１．SC とは 

 ここで SCの定義について確認しておく。SCとは「資材の調達から最終消費者に届けるまで

の資材や部品の調達・生産・販売・物流といった業務の流れを、一つの大きな『供給のチェー

ン(鎖)』としてとらえたものである。つまり『顧客―小売－卸－製造業－部品や資材サプライ

ヤーなどを結ぶ供給活動の連鎖構造』のことを指す。」※2 とあるように、本来は原料購入だけ

でなく、製品を顧客に届けるまでの全工程を含めた概念である。しかし本稿では原料供給停

止リスクに焦点を当てた SC の再構築活動を紹介することを目的としているので、原料調達

部分を対象とする。 
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２－２．S 社従来の SC 

Ｓ社の原料購入の基本方針は永い間、「ボリュームディスカウントを受けやすい」、「品質

の安定性重視」の観点から、使用量の非常に多い原料を除いて１社購買を主体としてきた。

また、「原料の不良在庫発生リスクを最小化する」ため、原料在庫は基本的に持たない方針

であった。さらに、「性能実現重視」の観点から、Ｓ社専用規格原料や、モノポリ原料が多く、

「付き合いの古い商社重視」という文化もあり、狭いルートや回りくどいルートからの購入、あ

るいは複数購買のつもりの１社購買といった購入品がいくつか見受けられた。 

事業継続計画（以下 BCP と記載）という観点から問題点を挙げると次の４項目が挙げられ

る。 

①．一社購買 

②．原料在庫「ゼロ」 

③．専用規格品・モノポリ原料 

④．隘路原料（リセール原料） 

 一社購買とは購入先を一社のみに絞った原料のことである。複数購買化が可能なものもあ

れば、モノポリ原料も含まれる。 

 専用規格品とは、原料規格値のうち特定の項目の規格値範囲を狭める、上下にずらす、

あるいは一般規格にはない項目を追加し購入条件としている原料で、多くは在庫の引き取り

義務が生ずるため、製品の販売量が減ると、不良原料在庫となるリスクが高い。また、一般

規格品が使えず欠品リスクが増えることにもつながる。 

 隘路原料とは、その原料業界では弱いサプライヤーからの購入、商流が複雑なルートでの

購入など、安定供給が危ぶまれるルートからの購入原料を指し、リセール原料は有事の際、

真っ先に供給を断たれるリスクが高いという意味で隘路原料に含まれる。 

 

２－３．SC 再構築の試み 

原料の安定かつ安価な購入を目指して、複数購買化や特殊規格品の廃止を購買発で提

案し始めたが、提案当時は、「とても容認できない。」との拒絶が大半であった。拒絶する理

由を分析したところ、3つの項目にまとめられることが判明した。「検討コストがかかりすぎ、結

局メリットが出ないのではないか」、「品質が変化し、クレームになるのではないか」、「ユーザ

ーにメリット(値下げ対応)を示せない場合、ユーザー承認が下りるわけがない。」というもので

ある。購買部員一丸となり、複数購買化の必要性を説得し続けた結果、賛同者が増え始め、

図１．ＳＣ 
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遅々とした進捗ではあったが、複数購買化、特殊規格廃止に向けた動きが出てきた。そうし

た中、起こったのが、東日本大震災であった。 

 

３．東日本大震災での事例 

３－１．原料Ａ 

原料Ａの生産工場は震災により被災し、直後から供給できない事態となった。原料ＡはＳ

社主要製品Ｘの原料であり、１社購買原料であったため製品 Xの供給責任が果たせなくなる

危機であった。複数購買化推進過程において、原料Ａの代替品として「物性面、価格面から

使用可能な原料候補の選定が完了していた」、「使用可否の評価手法をほぼ確立していた」

ことにより製品Ｘとほぼ同等の物性を有する製品Ｘ’を１カ月かからずに作り上げることに成

功した。 

原料Ａの供給が安定的に再開されるまでの 3 ヶ月間の代替品Ｘ’の販売数量比率(X と X’

の販売合計数量に対する)は 55%を占め、その間の損失を防ぐのみならず、顧客離れを食い

止めることにも一役買うことができた。図 2 に 2011 年度の製品 X と代替品Ｘ’の販売量比率

を示す。 

 

３－２．原料Ｂ 

原料Ｂの生産工場は、震災により大きな被害を受けたコンビナートの一角にあった。原料

Ｂについては複数購買していたが、国内最大の能力(17万 t／26万 t：年間)※3を持つ工場の

被災により、原料Ｂの輸入が急増すると同時に価格が通常の倍以上に跳ね上がった。再開

には長時間を要することが予想され、原料Ｂを多量に使用する製品を、原料Ｂを使用しない

設計へと組み換えることで対応した。 

原料Ｂの事情は周知のことであり、この設計変更は、顧客には概ね好意的に受け入れら

れた。図 3 に原料Ｂの年間使用量の推移を示す。 

     

 

４．SC の再構築への挑戦 

東日本大震災による原料供給に与えた影響は決して小さくなかったが、社内で知恵を出し



（坂下雅代 4） 

  

合い切る抜けることができた。また、震災後は化学プラントの事故が相次ぎ、その中には、Ｓ

社にとって極めて重要な原料も含まれていたが、かねてから推進していた複数購買化が功を

奏して、事業を継続することができた。こうした経験によりＳ社規模の企業にとって SCの寸断

は事業継続を脅かす事態となり得ることが再認識された。このリスクに対応するために、

2012 年 12 月から 2013 年 3 月まで、原料供給に特化した『原材料の BCP 検討』ワーキング

グループを発足させ活動してきた。以下にその具体的内容を示す。 

 

４－１．現状認識及びリスクの共有化 

まず、購買部門及び各事業部の営業部門それぞれの立場から現状やリスクを持ち寄り共

有化した。 

①．一社購買比率 90%以上・・・有事の際には購入実績のないサプライヤーからの供給は受

けられない。 

②．モノポリ原料・特殊規格原料が多い・・・複数購買化ができない 

③．顧客要求の矛盾・・・変更管理を厳しく縛る一方で BCP を要求 

④．複数購買化原料の評価部署・・・評価費用・時間が膨大 

⑤．原料在庫増によるコスト増・・・滞留原料費と保管費用（倉庫が足りない） 

方針を決めるためには、上記現状・リスクの精査が必要であるとの認識に至り、さらに情

報収集を行うこととした。 

 

４－２．情報収集 

必要情報として収集したものは以下の通りである。 

①．顧客ごと、品番ごとの納入仕様書・契約書の確認・・・とくに変更管理について 

②．原料の使用数量ランキング 

③．製品販売量実績から各原料供給停止時の損害額ランキング 

④．各原料の購買背景リスト・・・供給停止時の入手可否という観点から 

 以上の情報を基に、原料ごとの各論で対応策を一つ一つ決定した。 

 

４－３．方針決定 

 まず BCP、すなわち事業継続という観点から供給停止時の損害額の大きい原料を主眼に 

置き優先順位を付けるとともに、対策を行わない原料を明確にした。対策を行わないとした 

根拠としては、「購入数量が少ない(実績が無くても購入できる確率が高い)」、「製品品質へ 

の影響が少ない(供給不能の事態になってから検討しても間に合う)」、「試薬原料(別メーカ 

試薬でも品質は同じとみなせる)」である。 

対策を行うとした原料の対策内容は、「複数購買化を実施」、「バックアップデータ収集」、 
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「代替原料対応」、「在庫対応（自社・サプライヤー）」、「内産化」と決めた。 

「バックアップデータ収集」とは同一化学物質、あるいは、代替原料を使用した時の 

製品物性の確認を行い、有事の際には即対応できる体制とするが、複数購買化まで 

は行わないもの。 

「代替原料対応」とは上記３－１．の事例のように同一化学物質は無いものの、同等の物

性を出せる原料で製品設計を行い有事の際には代替製品をすぐに供給できる体制とするこ

とである。 

「内産化」とは「代替原料」を内産することを指す。施策内容の内訳を図 4 に示す。 

 

代替/在庫のように複数の対策項目のある原料は、製品の要求品質により、代替品では

対策できないものは在庫対応、代替品で対策できる製品は代替品で行う等、同原料であっ

ても製品ごとに対応を分けることを示す。 

 

４－４．今後の課題 

施策案は策定したが、実行は 2013年度以降の課題である。原料 BCP実行部署を専属に

立ちあげられれば理想であったが、現実には難しく、各事業部や生産技術部門への振り分

けとなっている。各事業部では目先の課題があり、BCP といった緊急度の薄い業務は後回し

にされる懸念があり、進捗管理をいかに行うかが重要である。 

また、在庫対応とせざるを得ない原料が思いのほか多く、費用対効果を考慮した場合、ど

こがどこまで在庫を持つかは改めて試算し、社内外の調整も含めて対策を再評価する必要

がある。 

さらに、製品の入れ替わりに伴い対策すべき原料品目も入れ替わる。2～3 年に一度対策

内容及び対象品目を更新できるようなシステムの構築も課題である。 

 

５．結言 

 2012 年秋に起こった化学工場の事故により絶たれた原料のいくつかは S 社の製品には欠
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かすことのできない原料であった。幸いにも、かねてから取り組んでいた複数購買化が功を

奏して実績以上の供給量を確保することに成功した。稼働率が 40%を切る状況に陥った企業

も出た中で、製品の供給義務を確実に果たせたこのような原料調達のあり方が、あるべき姿

ではないだろうか。当時の原料調達実績を図 5 に示す。 

    

図 5 事故後の原料調達量(原料 C～F) 

  

この時原料購入数量が増えたのは、供給責任を果たせなくなった企業から購入していた

顧客からのバックアップ要求に答えた分も含まれていたからである。こうした努力が新たな顧

客獲得につながると期待したが実際はそれほどの顧客獲得にはつながらなかった。つまり、

原料購入に特化した SC 強化は、事業継続には有効であったが、顧客獲得にはつながらな

かったということである。「SCM(Supply Chain Management)とは、激変する市場も状況変化

に対し『SC 全体を俊敏に対応させ、ダイナミックな最適化を図ること』である。つまり、これま

で部門ごと、企業ごとの最適化にとどまっていた情報、物流､キャッシュにかかわる業務の流

れを､SC全体の視点から見直し、情報の共有化を行うなどビジネスプロセスの抜本的な改革

により SC 全体のキャッシュフロー効率を最大化する『新しい経営システムの設計思想』であ

る」※4という言葉に示されるような SCM、すなわち SC全体の視点からの改革が必要であった

と実感された。この取り組みを通じて今後は原料調達の SC にとどまらず、SCM という視点を

追加し事業継続プランから事業発展プランへと進化させていくことが重要であると考えてい

る。 
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